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令和４年第１回安堵町議会定例会会議録 

（３日目） 

 

令和４年３月１７日（木）開議 

午前１０時 

 

１ 応招議員 ８名 

１ 番 松田  勝  ２ 番 増井 敬史 

３ 番 三浦  博  ４ 番 山岡  敏 

５ 番 福井 保夫  ６ 番 欠  員 

７ 番 淺野  勉  ８ 番 森田  瞳 

９ 番 大星 成司    

 

２ 出席議員 ７名 

 

３ 欠席議員 ９番 大星成司 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博  副 町 長 堀口 善友 

教 育 長 辰己 秀雄    

総 務 部 長 

総 合 政 策 課 長 
富井 文枝  民 生 部 長 辻井 弘至 

事 業 部 長 吉村 良昭  教 育 次 長 吉田 一弘 

総 務 課 長 富士 青美  住 民 課 長 増田 篤人 

健 康 福 祉 課 長 井上 育久  上 下 水 道 課 長 廣瀬 好郁 

     

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長心得 𠮷川 明宏  事 務 局 主 事 島田 ちひろ 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第 １ 行政報告 

 第 ２ 発議第 １号 ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議 

 第 ３ 一般会計予算審査特別委員会委員長報告 

  議案第１６号 令和４年度安堵町一般会計予算について 

 第 ４ 特別会計等予算審査特別委員会委員長報告 

  議案第１７号 令和４年度安堵町国民健康保険特別会計予算について 

  議案第１８号 令和４年度安堵町下水道事業特別会計予算について 

  議案第１９号 令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算について 

  議案第２０号 令和４年度安堵町後期高齢者医療特別会計予算について 

  議案第２１号 令和４年度安堵町水道事業会計予算について 

 第 ５ 議案第２２号 行政組織の変更に伴う関係条例を整理する条例の制定について 

 第 ６ 常任委員会の閉会中の継続調査について 

 第 ７ 特別委員会の閉会中の継続調査について 

 第 ８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

 

議長（福井保夫） おはようございます。 

 

（一同 おはようございます。） 

 

議長（福井保夫） 只今の出席議員は７名です。 

  大星議員からは本日の会議を欠席する届が提出されています。 

  定足数に達していますので、会議は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、お手元に配付しております議事日程に従い進めてまいります。 

  日程第１「行政報告」を行います。 

 

町長（西本安博） はい。 

 

議長（福井保夫） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） おはようございます。 

 

（一同 おはようございます。） 

 

町長（西本安博） 世界中を揺るがしております、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻によりまし

て、多くの人々に犠牲が生じております。またチェルノブイリや稼働中の原子力発電所への攻

撃、さらには核兵器の使用などを示唆する発言を行う等、深刻な状況が続いております。 

  安堵町はこの行為に抗議し、一刻も早い平和的解決を強く求めることとし、次の抗議文を提

出いたします。 

  抗議文です。ロシア連邦 ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン大統領閣下 貴国
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がウクライナへの軍事侵攻を開始し、今なお民間人を含む多くの犠牲者を出し続けているこの

一連の行為は、武力の行使を禁ずる国際法、さらには国連憲章の重大な違反であり、国際秩序

の根幹を揺るがし、国際社会の平和と安全を大きく損なうものです。貴国に対し、ウクライナ

への軍事侵攻や主権侵害に強く抗議するとともに、攻撃の即時停止と部隊の完全撤退、一刻も

早い平和的解決を強く求めます。 

  ２０２２年３月１７日、日本国 奈良県 安堵町長 西本安博 

  御賛同お願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

 

議長（福井保夫） これで、行政報告は終わりました。 

  なお、町長と議長の連名で抗議文を提出することについては、議会として全員の賛同を得て

おりますことを申し添えます。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 続きまして、この抗議文に関連する日程第２ 発議第１号「ロシアのウクライナ

への侵攻を非難する決議」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

４番（山岡 敏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。山岡議員。 

 

４番（山岡 敏） ４番 山岡敏です。「ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議について」、

本決議は、ロシアによるウクライナ侵攻に対し、断固抗議することを町議会として宣言し、即

時無条件でのロシア軍の完全撤退を求めるものです。 

  それでは、発議書を朗読いたします。 

 発議第１号 ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議について 

  このことについて、別紙のとおり会議規則第１２条第１項の規定により提出いたします。 

 令和４年３月１７日提出、提出者 安堵町議会議員 山岡敏 

               賛成者 安堵町議会議員 淺野勉、森田瞳、増井敬史、三浦博、 

                           松田勝、福井保夫、大星成司 

 ロシアのウクライナへの侵攻を非難する決議 
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  本年２月２４日に、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、今なお民間人を含む多くの

犠牲者を出し続けている。他国の主権と領土を侵すこの行為は、武力の行使を禁ずる国際法、

さらには国連憲章の重大な違反である。国際秩序の根幹を揺るがし、国際社会の平和と安全を

大きく損なうもので、断じて容認できない。 

  安堵町議会は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や主権侵害を強く非難し抗議するとと

もに、ロシアに対し、攻撃の即時停止と部隊の完全撤退を強く求める。 

  以上、決議する。 

  令和４年３月１７日、安堵町議会 

  以上です。皆様の御賛同、よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、発議第１号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（福井保夫） 日程第３「一般会計予算審査特別委員会委員長報告」を議題とします。 

  本定例会初日に議案第１６号「令和４年度安堵町一般会計予算について」を付託しました。 

  審査の結果について報告を求めます。 

 

一般会計予算審査特別委員会委員長（増井敬史） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。増井一般会計予算審査特別委員会委員長。 

 

（増井一般会計予算審査特別委員会委員長 登壇） 

 

一般会計予算審査特別委員会委員長（増井敬史） 議席番号２番 増井敬史です。 

  一般会計予算審査特別委員会報告。 

  本委員会に付託された案件について審査しましたので、安堵町議会会議規則第７１条の規定

に基づき、別紙のとおり報告します。 

 １．審査案件、付託案件 議案第１６号「令和４年度安堵町一般会計予算について」 

 ２．開催日時及び場所、令和４年３月３日、木曜日、午前１０時から、安堵町役場３階３１会

議室。 

 ３．出席者、（１）委員 委員長 増井、三浦副委員長、松田委員、山岡委員、淺野委員、森

田委員、大星委員。（２）オブザーバー 福井議長。（３）説明員 西本町長、堀口副町長、

辰己教育長、富井総務部長兼総合政策課長、辻井民生部長、吉村事業部長、吉田教育次長、富

士総務課長、吉田危機管理室課長、勝井税務課長、増田住民課長、藤岡こども支援課長、井上

健康福祉課長、溝本産業課長、池田建設課長、廣瀬上下水道課長、吉田教育総務課長、西田生

涯学習課長、中澤会計管理者職務代理。（４）事務局 𠮷川事務局長心得、島田主事。 

 ４．審査の結果、３月１日の本会議において当委員会に付託された議案第１６号「令和４年度

安堵町一般会計予算について」、審査をした。 

  令和４年度安堵町一般会計予算書と令和４年度当初予算予算審査特別委員会説明資料を基

に、新規事業や大きく金額が変化した事業を中心に歳入及び歳出予算の概要について説明を受

け、審査をした。 

  歳入総額３５億円、歳出総額３５億円、前年度比２億２，０００万円減額(５．９％の減少)。 

  歳入について。町税全体として約１，６５７万４，０００円(２．４％)の増額。 

  環境性能割交付金は約２２８万６，０００円(１１４．３％)の増額。 

  地方交付税は約１億１，２００万円(８．１％)の増額。 

  国庫支出金については、新規事業に伴うデジタル基盤改革支援補助金、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金や社会保障･税番号制度システム整備費補助金、障害者自立支

援給付費負担金等が増加するが、児童手当国庫負担金、町焼却施設解体に伴う循環型社会形成

推進交付金が減となり約６，４０９万円(１６．６％)減額を見込んでいる。 
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  県支出金は約１，５８２万５，０００円(９．１％)の増額。 

  財産収入は土地売却収入約８，９７６万４，０００円の増額を見込んでいる。 

  諸収入は約１，０５３万３，０００円(１２．５％)の増額を見込んでいる。 

  町債は約３億３，８８０万円(７６．６％)の大幅な減額を見込んでいる。 

  ２億１，３３２万４，０００円の財源不足については、繰越金及び財政調整基金の繰入によ

り予算の均衡を図っている。 

  歳出について。新規事業として、個人情報自治体オンライン手続き環境構築事業、参議院議

員選挙事業、町長選挙、町議会議員補欠選挙事業、災害対策用備品購入事業、ロータリー車購

入事業、改良住宅下水道接続事業等の予算が計上されている。 

  歳出性質別内訳では、人件費は約３，６０８万６，０００円(３．６％)の増加を見込んでい

る。 

  扶助費は約１，２４２万５，０００円(３．４％)の増加。 

  維持補修費は約６１８万２，０００円(７．２％)の減少。 

  物件費は約１億２，０３１万５，０００円(１８．３％)の増加となる。 

  補助費等は約４，３５８万６，０００円(１２．３％)の増加を見込んでいる。 

  投資的経費である普通建設事業費は約４億８０７万円(７８．８％)の大幅な減少となる見込

みである。 

  各特別会計への繰出金は約１，０６８万８，０００円(３．０％)の増加の見込みである。 

  以上のことから、令和４年度一般会計の総額は３５億円で、前年度比２億２，０００万円(５．

９％)の減少となっている。 

  依然として厳しい財政状況が続くことが予測され、財政健全化計画中であり、経費削減の観

点から設備等の維持修繕費、更新費用に関して各委員から活発に多くの質問がされた。 

  消防ポンプ車購入についても、消防団の装備全体について質疑がされた。 

  町営住宅の高架水槽取替工事については、将来的に町営住宅のあり方について検討する必要

があるとの意見があった。 

  今年から社会福祉協議会の運営に係る補助事業として新規に予算計上された件についても

質疑があった。 

  二年間開催が中断されている敬老の集いの取組についても提案がされた。 

  システム改修による新規事業が多くみられることの疑問を解消するために「デジタル化に伴

うセキュリティ保護整備費」をテーマに議員勉強会が開催されることになった。 

  以上のとおり審査し、付託された議案第１６号「令和４年度安堵町一般会計予算について」

採決の結果、全委員の賛成により、本委員会として原案のとおり可決すべきものと決した。 

  以上。 

 

議長（福井保夫） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１６号「令和４年度安堵町一般会計予算について」、採決します。 

  本案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 

  議案第１６号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１６号は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第４「特別会計等予算審査特別委員会委員長報告」を議題とします。 

  議案第１７号「令和４年度安堵町国民健康保険特別会計予算について」から議案第２１号

「令和４年度安堵町水道事業会計予算について」までの５議案を付託しました。 

  審査の結果について報告を求めます。 

 

特別会計等予算審査特別委員会委員長（山岡 敏） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。山岡特別会計等予算審査特別委員会委員長。 

 

（山岡特別会計等予算審査特別委員会委員長 登壇） 

 

特別会計等予算審査特別委員会委員長（山岡 敏） それでは特別会計等予算審査特別委員会報告を

させていただきます。 

  本委員会に付託された案件について審査を行いましたので、安堵町議会会議規則第７１条の
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規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 記。１．審査事項、付託案件 議案第１７号「令和４年度安堵町国民健康保険特別会計予算に

ついて」、議案第１８号「令和４年度安堵町下水道事業特別会計予算について」、議案第１９

号「令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算について」、議案第２０号「令

和４年度安堵町後期高齢者医療特別会計予算について」、議案第２１号「令和４年度安堵町水

道事業会計予算について」 

 ２．開催日時及び場所、令和４年３月４日、金曜日、午前１０時、安堵町役場第３１会議室。 

 ３．出席者、（１）淺野副委員長、松田委員、増井委員、三浦委員、森田委員、大星委員、そ

して私、委員長の山岡です。（２）オブザーバーとして、福井議長。（３）説明員、西本町長、

堀口副町長、辰己教育長、富井総務部長兼総合政策課長、辻井民生部長、吉村事業部長、増田

住民課長、井上健康福祉課長、廣瀬上下水道課長。（４） 事務局、𠮷川事務局長心得、島田主

事。 

 ４．審査の方法、会計ごとに行い、各担当課長から当初予算の概要、歳入及び歳出について説

明を受けた。その後、各委員から質疑、討論を行った。 

 ５．審査の結果、（１）議案第１７号「令和４年度安堵町国民健康保険特別会計予算について」 

  歳入歳出総額は１０億４，８０１万２，０００円であり、前年度と比べ４，８８１万２，０

００円（４．９％）の増である。委員より活発な質疑があった。コロナ感染予防のためのワク

チン接種の今後の計画や経口薬品の開発が進んでいるが、国保会計と大きな関連性があるので

注視していく必要性があることを確認した。 

  審議し、採決の結果、委員全員の賛成で当委員会として原案どおり可決すべきものと決した。 

 （２）議案第１８号「令和４年度安堵町下水道事業特別会計予算について」 

  歳入歳出総額は２億７，１４４万２，０００円であり、前年度と比べ３，０９８万６，００

０円（１０．２％）の減である。下水道事業の公益企業法適正化業務委託費の減少及び公営企

業財政健全化支援事業に伴う償還が令和３年度で完了したためである。 

  審議し、採決の結果、委員全員の賛成で当委員会として原案どおり可決すべきものと決した。 

 （３）議案第１９号「令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算について」 

  歳入歳出総額は８億８７５万４，０００円であり、前年度と比べ３，４９１万７，０００円

（４．５％）の増である。歳出予算の保険給付費の中、特に施設介護サービス給付費が前年度

より２，０１７万１，０００円増額したためである。 

  審議し、採決の結果、委員全員の賛成で当委員会として原案どおり可決すべきものと決した。 

 （４）議案第２０号「令和４年度安堵町後期高齢者医療特別会計予算について」 

  歳入歳出総額は１億３，０２０万円であり、前年度と比べ１，８３０万円（１４％）の増で

ある。後期高齢者医療広域連合への負担金（納付金）の増額によるものである。 

  審議し、採決の結果、委員全員の賛成で当委員会として原案どおり可決すべきものと決した。 

 （５）議案第２１号「令和４年度安堵町水道事業会計予算について」 

  歳入歳出について、水道事業収益１億８，３４３万６，０００円であり、前年度と比べ１，

３１７万４，０００円（６．７％）の減、水道事業費用１億７，９２６万７，０００円、前年

度と比べ２９４万２，０００円（１．６％）の減である。また、資本的収入は１２０万円、資
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本的支出は５，４８６万６，０００円である。 

  審議し、採決の結果、委員全員の賛成で当委員会として原案どおり可決すべきものと決した。 

  以上、報告終わります。 

 

議長（福井保夫） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより案件ごとに、討論、採決を行います。 

  はじめに議案第１７号「令和４年度安堵町国民健康保険特別会計予算について」、討論を行

います。 

  討論、ありますか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１７号について採決します。 

  本案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 

  議案第１７号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１７号は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 次に、議案第１８号「令和４年度安堵町下水道事業特別会計予算について」、討

論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１８号について採決します。 

  本案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 

  議案第１８号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１８号は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 次に、議案第１９号「令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）予算

について」、討論を行います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１９号について、採決します。 

  本案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 

  議案第１９号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１９号は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 次に、議案第２０号「令和４年度安堵町後期高齢者医療特別会計予算について」、

討論を行います。 
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  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第２０号について、採決します。 

  本案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 

  議案第２０号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第２０号は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 次に、議案第２１号「令和４年度安堵町水道事業会計予算について」、討論を行

います。 

  討論、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第２１号について、採決します。 

  本案に対する委員長の報告は、原案どおり可決です。 

  議案第２１号を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第２１号は、委員長報告のとおり、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（福井保夫） 日程第５ 議案第２２号「行政組織の変更に伴う関係条例を整理する条例の制定

について」、提案理由の説明を求めます。 

 

総務課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（福井保夫） はい。富士総務課長。 

 

（富士総務課長 登壇） 

 

総務課長（富士青美） おはようございます。総務課 富士です。よろしくお願いいたします。では、

議案第２２号「行政組織の変更に伴う関係条例を整理する条例の制定について」、提案理由を

説明させていただきます。 

  本町役場組織について、町の規模にあった、また効率的な行政運営を遂行するため、また住

民にとって利便性のある、わかりやすいものにするため見直しを行いました。それに伴い名称

が変更する部と課もあり、関係規定を整備する必要がございます。 

  本会議におきましては、影響のある条例を一括して改めるための条例を制定したいので上程

するものでございます。 

  それでは新旧対照表を御覧いただきながら説明させていただきます。新旧対照表の１ページ

を見てください。 

  はじめに「安堵町行政組織条例」においては「民生部」を「住民生活部」に改めます。 

  次、２ページ御覧ください。「安堵町行政不服審査会設置条例」、「安堵町行政改革推進委

員会設置条例」及び「安堵町特別職報酬等審議会条例」は、これらの委員会等の庶務を処理す

る課名を「総務課」から「総合政策課」に改めるものです。 

  新旧対照表の３ページです。「安堵町介護保険運営協議会設置条例」と「安堵町都市計画審

議会条例」は、各条例の中で定めている協議会、審議会の庶務を処理する課名をそれぞれ「健

康福祉課」から「健康福祉推進室」に、また「建設課」を「都市整備課」に改めるものでござ

います。 

  最後の「安堵町水道事業の設置等に関する条例」は、水道事業管理者の事務を処理させる課

を「上下水道課」から「まちづくり推進課」に改めるものでございます。 

  以上、七つの条例を一括して改正するために新規制定する条例で、施行日は本年、令和４年

４月１日です。 

  それでは、議案を朗読させていただきます。 

 議案第２２号 行政組織の変更に伴う関係条例を整理する条例の制定について 

  行政組織の変更に伴う関係条例を整理する条例を別紙のとおり提出する。 

 令和４年３月１７日提出、安堵町長 西本安博。 
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  御審議、御可決のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議長（福井保夫） これより、質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 質疑なしと認めます。 

  これより、討論を行います。 

  討論は、ありませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第２２号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（福井保夫） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第２２号は、原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第６「常任委員会の閉会中の継続調査について」を議題とします。 

  総務産業建設常任委員長及び文教厚生常任委員長から、会議規則第６９条の規定により、お

手元に配りました申出書のとおり、所管事務について閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第７「特別委員会の閉会中の継続調査について」を議題とします。 

  子供及び子育て世代の人口増に関する対策検討特別委員長から、同条の規定により、お手元

に配りました申出書のとおり、議会の運営に関する事項について閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 日程第８「議会運営委員会の閉会中の継続調査について」を議題とします。 

  議会運営委員長から、同条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、議会の運営

に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（福井保夫） 異議なしと認めます。 

  委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（福井保夫） 最後に私から一つ報告があります。 
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  「山辺・県北西部広域環境衛生組合議会議員の選出について」です。 

  同組合議会第１回定例会で組合員の任期が議員の任期によることに改正されました。よって

議員の任期中、大星議員に組合議会議員を務めていただくことを報告します。 

 

議長（福井保夫） これで本日の日程は全て終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和４年第１回安堵町議会定例会を閉会します。 

  どうもありがとうございました。 

 

 

 

閉 会 

午前１０時３８分 

 

 


